
124  Ⅴ  課税標準等 Ⅴ  課税標準等  124

５　　個　　人　　事　　業　　税　（平成21年度）

(1) 業　　　　種　　　　別

所　　　　　　　得　　　　　　　金　　　　　　　額

業 種 課 税 人 員 所 得 金 額 事 業 主 控 除 額 差引課税所得金額
① ② ①－②

人 千円 千円 千円

総 計    182 423  1 618 631 726   508 550 407  1 110 081 319

第 一 種 事 業    140 029  1 154 849 199   387 344 828   767 504 371

物 品 販 売 業    12 624   71 132 011   32 947 902   38 184 109

不 動 産 貸 付 業    77 149   828 000 547   220 767 607   607 232 940

製 造 業    4 133   21 738 335   10 786 582   10 951 753

運 送 ・ 運 送 取 扱 業    12 502   53 199 101   32 604 033   20 595 068

駐 車 場 業    3 371   20 076 089   9 165 337   10 910 752

請 負 業    18 839   95 666 633   49 170 365   46 496 268

印 刷 ・ 出 版 業     374   1 870 658    954 274    916 384

料 理 店 ・ 飲 食 店 業    7 056   33 339 039   19 755 514   13 583 525

周 旋 業     492   3 397 929   1 424 103   1 973 826

代 理 業     692   4 836 873   2 002 409   2 834 464

遊 技 場 業     184   2 385 839    483 223   1 902 616

そ の 他 の 事 業    2 613   19 206 145   7 283 479   11 922 666

第 二 種 事 業     14   3 331 742    26 682   3 305 060

畜 産 業     6   3 213 963    15 213   3 198 750

水 産 業     8    117 779    11 469    106 310

第 三 種 事 業    42 380   460 450 785   121 178 897   339 271 888

医 業 等    5 058   44 292 106   14 649 242   29 642 864

法 務 業 等    21 419   327 446 553   61 799 171   265 647 382

環 境 衛 生 業    4 519   20 510 553   12 213 670   8 296 883

そ の 他 の 事 業    10 302   62 853 316   29 520 000   33 333 316

あ ん 摩 業 等    1 082   5 348 257   2 996 814   2 351 443

（備考）1　「所得金額」とは事業主控除前の年所得金額をいう。

        2  「所得金額」、「課税人員」は、過年度相当分及び分割支店分を含まない。

　　　　3  旧非課税事業の経過措置に基づく控除額を含む。

　　　　4  第三種事業における「医業等」とは医業、歯科医業、薬剤師業、「法務業等」とは弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、

　　　　　 弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、不動産鑑定業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、

　　　　 　「環境衛生業」とは理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業、歯科衛生士業、歯科技工士業、「あん摩業等」とはあん摩等

           の事業、装蹄師業を各々さす。

　　　　5  平成19年度より助産師業は課税対象事業から除外された。


